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○深谷市地域生活支援事業実施要綱 

平成19年８月13日告示第183号 

改正 

平成21年２月26日告示第35号 

平成24年３月30日告示第94号 

平成25年３月29日告示第78号 

平成26年２月12日告示第17号 

平成27年３月30日告示第54号 

平成29年３月31日告示第78号 

令和４年１月５日告示第４号 

深谷市地域生活支援事業実施要綱 

（趣旨） 

第１条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法

律第123号。以下「法」という。）第77条第１項及び第３項の規定に基づき市が実施する地域生活

支援事業について必要な事項を定めるものとする。 

（用語） 

第２条 この告示において使用する用語は、法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す

るための法律施行令（平成18年政令第10号）及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援

するための法律施行規則（平成18年厚生労働省令第19号）において使用する用語の例による。 

（事業内容） 

第３条 市が実施する地域生活支援事業の内容は、次に掲げるとおりとする。 

(１) 理解促進研修・啓発事業 

(２) 自発的活動支援事業 

(３) 相談支援事業 

(４) 成年後見制度利用支援事業 

(５) 成年後見制度法人後見支援事業 

(６) 意思疎通支援事業 

(７) 日常生活用具給付等事業 

(８) 手話奉仕員養成研修事業 

(９) 移動支援事業 
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(10) 地域活動支援センター事業 

(11) 福祉ホーム事業 

(12) 訪問入浴サービス事業 

(13) 知的障害者職親委託制度 

(14) 日中一時支援事業 

(15) 社会参加促進事業 

(16) デイサービス事業 

（サービスの利用対象者） 

第４条 地域生活支援事業によるサービスを受けることができる障害者又は障害児の保護者（以下

「障害者等」という。）は、次に掲げる者であって、地域生活支援事業ごとに市長が定めたもの

とする。 

(１) 市内に居住地（居住地を有しないとき、又は明らかでないときは、現在地）を有する障害

者等（他の市町村（特別区を含む。）から指定障害福祉サービス等又は基準該当障害福祉サー

ビスに対する介護給付費、訓練等給付費、特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給を受け、

特定施設に入所し、又は共同生活援助を行う住居に入居している障害者等を除く。） 

(２) 市から指定障害福祉サービス等又は基準該当障害福祉サービスに対する介護給付費、訓練

等給付費、特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給を受け、市の区域外に設置されている

特定施設に入所し、又は共同生活援助を行う住居に入居している障害者等 

（サービスの利用申請） 

第５条 地域生活支援事業によるサービスを受けようとする障害者等は、別に定めるところにより

市長に申請しなければならない。ただし、市長が別に定める地域生活支援事業については、この

限りでない。 

（サービスの利用決定） 

第６条 市長は、第３条第９号、第12号、第14号又は第16号の地域生活支援事業に係る申請があっ

たときは、地域生活支援事業の種類ごとに月又は年を単位として12箇月を超えない範囲において、

地域生活支援事業によるサービスの量を定め、利用の決定（以下「利用決定」という。）を行う

ものとする。 

２ 市長は、利用決定に当たり、地域生活支援事業によるサービスの提供事業者及び提供場所を指

定することができる。 

３ 市長は、利用決定を行ったときは、利用決定を受けた者（以下「利用者」という。）に対し地
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域生活支援サービス受給者証（様式第１号。以下「受給者証」という。）を交付するものとする。 

（利用決定の変更） 

第７条 利用者は、現に受けている利用決定に係る地域生活支援事業の種類、サービスの量その他

別に定める事項を変更する必要があるときは、市長に対し、当該利用決定の変更を申請すること

ができる。 

２ 市長は、前項の規定による申請により必要があると認めたときは、利用決定の変更の決定を行

うことができる。 

（利用決定の取消し） 

第８条 市長は、次に掲げる場合は、利用決定を取り消すものとする。 

(１) 利用者が地域生活支援事業によるサービスを受ける必要がなくなったと認められるとき。 

(２) 利用者が他の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認めるとき。 

(３) その他市長が利用決定を取り消すことが必要であると認めたとき。 

（受給者証の再交付） 

第９条 利用者は、受給者証を破り、汚し、又は失ったときは、地域生活支援サービス受給者証再

交付申請書（様式第２号）により、市長に受給者証の再交付を申請することができる。 

２ 利用者は、受給者証の再交付を受けた後において、失った受給者証を発見したときは、速やか

にこれを市長に返還しなければならない。 

（地域生活支援給付費の支給等） 

第10条 市長は、利用者が利用決定の有効期間内において、市長が指定する地域生活支援事業によ

るサービス（第３条第９号、第12号、第14号又は第16号に掲げるものに限る。）の提供事業者（以

下「地域生活支援事業者」という。）から当該利用決定に基づく地域生活支援事業によるサービ

ス（以下「地域生活支援サービス」という。）を受けたときは、当該利用者に対し、当該地域生

活支援サービスに要した費用について、地域生活支援給付費を支給する。 

２ 利用者は、地域生活支援サービスを受けようとするときは、地域生活支援事業者に受給者証を

提示するものとする。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合については、この

限りでない。 

３ 地域生活支援給付費の額は、地域生活支援サービスの利用ごとに算出し、別表に定める地域生

活支援サービスに要した費用の額（その額に１円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額）

から当該費用に100分の10を乗じて得た額（その額に１円未満の端数があるときは、これを切り捨

てた額）を控除した額とする。 
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４ 利用者が、同一の月に受けた地域生活支援サービスに要した費用の額の合計額から、前項の規

定により算定された当該同一の月における地域生活支援給付費の合計額を控除して得た額が、次

の各号に掲げる当該障害者等の属する世帯の区分に応じ、当該各号に定める額（以下「負担上限

月額」という。）を超えるときは、前項の規定にかかわらず、当該同一の月における地域生活支

援給付費の額は、当該地域生活支援サービスに要した費用の額の合計額から、負担上限月額を控

除して得た額とする。 

(１) 次号及び第３号に掲げる者以外の者 37,200円 

(２) 利用者であって、次に掲げる者に該当するもの（次号に掲げる者を除く。） 9,300円 

ア 利用者（18歳未満の者に限る。）及び当該利用者と同一の世帯に属する者について地域生

活支援サービスのあった月の属する年度（地域生活支援サービスのあった月が４月から６月

までの場合にあっては、前年度）分の地方税法（昭和25年法律第226号）の規定による市町村

民税（同法の規定による特別区民税を含む。イ及び次号において同じ。）の同法第292条第１

項第２号に掲げる所得割（同法第328条の規定によって課する所得割を除く。イにおいて同

じ。）の額（同法第314条の７並びに附則第５条の４第６項及び第５条の４の２第５項の規定

による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。イにおいて同じ。）

を合算した額が28万円未満であるもの 

イ 利用者（18歳以上の者に限る。）及び当該利用者と同一の世帯に属するその配偶者につい

て地域生活支援サービスのあった月の属する年度（地域生活支援サービスのあった月が４月

から６月までの場合にあっては、前年度）分の地方税法の規定による市町村民税の同法第292

条第１項第２号に掲げる所得割の額を合算した額が16万円未満であるもの 

(３) 利用者及び当該利用者と同一の世帯に属する者（利用者が18歳以上の場合にあっては、そ

の配偶者に限る。）が地域生活支援サービスのあった月の属する年度（地域生活支援サービス

のあった月が４月から６月までの場合にあっては、前年度）分の地方税法の規定による市町村

民税（同法第328条の規定によって課する所得割を除く。）を課されない者（市町村の条例で定

めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日

において同法の施行地に住所を有しない者を除く。）である場合における当該利用者又は利用

者及び当該利用者と同一の世帯に属する者が地域生活支援サービスのあった月において被保護

者（生活保護法（昭和25年法律第144号）第６条第１項に規定する被保護者をいう。）若しくは

要保護者（同条第２項に規定する要保護者をいう。）である者で、前２号に掲げる区分に応じ、

それぞれ当該各号に定める額を負担上限月額としたならば、保護（同法第２条に規定する保護
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をいう。）を必要とする状態となるものであって、この号に定める額を負担上限月額としたな

らば保護を必要としない状態となるもの ０円 

５ 利用者（障害児の保護者を除く。以下この項について同じ。）が、当該利用者と同一の世帯に

属する者（当該利用者の配偶者を除く。）の扶養親族（地方税法第23条第１項第８号に規定する

扶養親族をいう。）及び被扶養者（健康保険法（大正11年法律第70号）、船員保険法（昭和14年

法律第73号）、国家公務員共済組合法（昭和33年法律第128号）（これらの法律が他の法律によっ

て準用される場合を含む。）又は地方公務員等共済組合法（昭和37年法律第152号）の規定による

被扶養者をいう。）に該当しないときは、利用者と同一の世帯に属する者を、当該利用者と同一

の世帯に属するその配偶者のみであるものとすることができる。 

６ 災害その他の市長が定める特別の事情により、地域活動支援サービスに要する費用を負担する

ことが困難であると市長が認めた利用者が受ける地域生活支援給付費の額は、第３項の規定にか

かわらず、当該地域生活支援事業に要した費用の額から当該費用に市長が定める割合を乗じた額

を控除した額とする。 

７ 地域生活支援事業者は、利用者の依頼を受けて、当該利用者が同一の月に当該地域生活支援事

業者が提供する地域生活支援サービス及び他の地域生活支援サービスを受けたときは、これらの

地域生活支援サービスに要した費用の額からこれらの地域生活支援サービスにつき第３項の規定

により算定された地域生活支援給付費の額を控除して得た額の合計額（以下「利用者負担額合計

額」という。）を算定しなければならない。この場合において、当該地域生活支援事業者は、利

用者負担額合計額を市長に報告するとともに、当該利用者及び他の地域生活支援サービスを提供

した地域生活支援事業者に通知しなければならない。 

（地域生活支援事業者の登録等） 

第11条 地域生活支援事業者は、地域生活支援サービスの種類ごと及び当該地域生活支援サービス

を行う事業所ごとに、市長の登録を受けなければならない。 

２ 登録を受けようとする者は、地域生活支援サービスを行う事業所ごとに、地域生活支援事業所

登録申請書（様式第３号。以下「登録申請書」という。）に次に掲げる事項を記載した書面を添

えて、市長に申請しなければならない。 

(１) 申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書等 

(２) 事業所の平面図及び設備の概要 

(３) 建物の構造概要及び設備の概要（日中一時支援事業によるサービスを行う事業所に限る。） 

(４) 運営規程 
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(５) 利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要 

(６) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態 

(７) 当該申請に係る事業に係る資産の状況 

(８) 協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容 

(９) 当該申請に係る事業に係る地域生活支援事業費の請求に関する事項 

(10) 従業者の有する資格を証する書面の写し 

(11) その他登録に関し市長が必要と認める事項 

３ 市長は、前項の規定による申請があった場合において、地域生活支援事業者が、市長が別に定

める地域生活支援サービスの事業の人員、設備及び運営等に関する基準を満たし、かつ、当該基

準に従って地域生活支援サービスの事業を継続的に運営することができると認める場合に登録を

行うものとする。 

４ 市長は、前項の規定により登録をしたときは、速やかに、地域生活支援事業所登録通知書（様

式第４号）により、当該登録を受けた地域生活支援事業者（以下「登録事業者」という。）に通

知するものとする。 

５ 登録事業者は、次の各号に定める事項に変更があったときは、速やかに、地域生活支援事業所

登録申請事項変更届出書（様式第５号）により市長に届け出なければならない。 

(１) 事業所の名称及び所在地 

(２) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所 

(３) 申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書 

６ 前項の規定による届出であって、地域生活支援サービスの利用者の定員の増加に伴うものは、

当該地域生活支援サービスに係る従業者の勤務の体制及び勤務形態を記載した書類を添付しなけ

ればならない。 

７ 登録事業者は、当該地域生活支援サービスの事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、速

やかに、地域生活支援サービス廃止・休止・再開届出書（様式第６号）により市長に届け出なけ

ればならない。 

（契約の内容の報告等） 

第12条 登録事業者は、当該地域生活支援サービスの内容、利用者に提供することを契約した地域

生活支援サービスの量（以下「契約支給量」という。）その他必要な事項（以下「受給者証記載

事項」という。）を当該利用者の受給者証に記載しなければならない。 

２ 契約支給量の総量は、当該利用者の支給量を超えてはならない。 
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３ 地域生活支援事業者は、地域生活支援サービスの利用に係る契約をしたときは、受給者証記載

事項報告書（様式第７号）により、遅滞なく、市長に報告しなければならない。 

４ 前項の規定は、受給者証記載事項に変更があった場合について準用する。 

（地域生活支援給付費の請求） 

第13条 地域生活支援給付費を請求しようとする者は、地域生活支援給付費請求書（様式第８号。

以下「請求書」という。）に、当該利用者が地域生活支援サービスの提供を受けた登録事業者が

発行した地域生活支援給付費明細書（様式第９号。以下「明細書」という。）及び地域生活支援

事業サービス提供実績記録票（様式第10号。以下「記録票」という。）を添えて市長に請求しな

ければならない。 

（地域生活支援給付費の代理受領） 

第14条 登録事業者は、あらかじめ、地域生活支援給付費の代理受領について、地域生活支援給付

費の代理受領に係る申出書（様式第11号）により市長に申し出ている場合において、利用者が当

該登録事業者から地域生活支援サービスを受けたときは、当該利用者からの委任に基づき、当該

利用者が支払うべき当該地域生活支援サービスに要した費用について、地域生活支援給付費とし

て当該利用者に対し支給されるべき額の限度において、当該利用者に代わり、支払を受けること

ができるものとする。 

２ 前項の規定による支払があったときは、利用者に対し、地域生活支援給付費の支給があったも

のとみなす。 

３ 市長は、第１項の規定により代理受領に係る申出書を提出した事業者（以下「代理受領事業者」

という。）から地域生活支援給付費の請求があったときは、算定基準に照らして審査の上、支払

うものとする。 

４ 代理受領事業者は、その提供した地域生活支援サービスについて、第１項の規定により利用者

に代わって地域生活支援給付費の支払を受ける場合は、当該地域生活支援サービスを提供した際

に、当該利用者から利用者負担額として、地域生活支援サービスに要する費用の基準額から当該

事業者に支払われる地域生活支援給付費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。 

５ 代理受領事業者は、地域生活支援サービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、

当該支払をした利用者に対し、領収証を交付しなければならない。 

６ 前項の領収証には、地域生活支援サービスについて、利用者から支払を受けた費用の額のうち、

地域生活支援給付費に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額

については、それぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。 
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（磁気ディスク等を用いた請求） 

第15条 代理受領事業者は、第13条の規定にかかわらず、請求書、明細書及び記録票に代えて、こ

れらに記載すべき事項を、磁気ディスク、光ディスクその他これらに準ずる方法により一定の事

項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに記録したもののうち市長が

適当と認めるものにより、地域生活支援給付費を請求することができるものとする。 

（地域生活支援給付費の請求日） 

第16条 地域生活支援給付費の請求は、各月分について翌月15日までに行わなければならない。 

（地域生活支援給付費の支払） 

第17条 市長は、地域生活支援給付費の請求があったときは、当該請求内容を審査の上、支払うも

のとする。 

（報告等） 

第18条 市長は、地域生活支援給付費に関して必要があると認めるときは、当該地域生活支援給付

費に係る地域生活支援サービスを行う登録事業者若しくは登録事業者であった者に対し、報告若

しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対して質問させ、

若しくは当該地域生活支援サービスの事業を行う事業所若しくは施設に立ち入り、その設備若し

くは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 

２ 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を

携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。 

３ 第１項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 

（その他） 

第19条 この告示に定めるもののほか、市が実施する地域生活支援事業について必要な事項は、市

長が別に定める。 

附 則 

この告示は、公示の日から施行する。 

附 則（平成21年２月26日告示第35号） 

この告示は、公示の日から施行する。 

附 則（平成24年３月30日告示第94号） 

この告示は、平成24年４月１日から施行する。 

附 則（平成25年３月29日告示第78号） 

この告示は、平成25年４月１日から施行する。 
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附 則（平成26年２月12日告示第17号） 

この告示は、公示の日から施行する。 

附 則（平成27年３月30日告示第54号） 

この告示は、平成27年４月１日から施行する。 

附 則（平成29年３月31日告示第78号） 

この告示は、公示の日から施行する。 

附 則（令和４年１月５日告示第４号） 

（施行期日） 

１ この告知は、令和４年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正前の深谷市地域生活事業実施要綱に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし

て使用することができる。 

別表（第10条関係） 

事業名 地域生活支援サービスに要する費用の額 摘要 

移動

支援

事業 

身

体

介

護

を

伴

う 

所要時間30分以内 2,300円 夜間（午後６時から午後10時まで）

又は早朝（午前６時から午前８時ま

で）に移動支援を行った場合は、１

回につき所定単価の100分の25に相

当する単価を所定単価に加算し、深

夜（午後10時から午前６時まで）に

移動支援を行った場合は、１回につ

き所定単価の100分の50に相当する

単価を所定単価に加算する。 

所要時間30分を超え１時間以内 4,000円 

所要時間１時間を超え１時間30

分以内 

5,800円 

所要時間１時間30分を超える場

合 

5,800円に30分を

増すごとに、820

円を加えた額 

身

体

介

護

を

伴

わ

な

所要時間30分以内 800円 

所要時間30分を超え１時間以内 1,500円 

所要時間１時間を超え１時間30

分以内 

2,250円 

所要時間１時間30分を超える場

合 

2,250円に30分を

増すごとに、750

円を加えた額 



10/24 

い 

訪問入浴

サービス

事業 

入浴１回当たり 12,400円  

日中一時

支援事業

（１日当

たり） 

障害者 （障害者支援施設等で実施した場

合） 

左記の金額に次に掲げる割合を

乗じて得た金額とする。 

・４時間以内の場合 100分の25 

・４時間を超え８時間以内の場合 

100分の50 

・８時間を超える場合 100分の75 

低所得者の食事提供加算 680円 

＊医療機関において、医療が必要と

認められた遷延性意識障害者等

に対して提供した場合に適用す

る。 

地域生活支援区

分１ 

8,900円 

地域生活支援区

分２ 

6,240円 

地域生活支援区

分３ 

4,900円 

（療養介護に併設で実施した場合） 

療養介護対象者 24,000円 

その他＊ 14,000円 

障害児 （障害者支援施設等で実施した場

合） 

地域生活支援区

分１ 

7,570円 

地域生活支援区

分２ 

5,930円 

地域生活支援区

分３ 

4,900円 

（療養介護に併設で実施した場合） 

療養介護対象者 24,000円 

その他＊ 14,000円 

デイサー

ビス事業

（１日当

所要時間４時

間以内 

地域生活支援区

分１ 

2,770円 低所得者の食事提供加算 420円 

入浴介助加算 １日400円 

送迎加算 片道540円 地域生活支援区 2,520円 
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たり） 分２  

地域生活支援区

分３ 

2,260円 

所要時間４時

間を超え６時

間以内 

地域生活支援区

分１ 

4,620円 

地域生活支援区

分２ 

4,190円 

地域生活支援区

分３ 

3,780円 

所要時間６時

間を超える場

合 

地域生活支援区

分１ 

6,000円 

地域生活支援区

分２ 

5,460円 

地域生活支援区

分３ 

4,910円 

備考 

１ 日中一時支援事業欄及びデイサービス事業欄の各区分に該当する障害の程度は、次のとお

りとする。 

(１) 地域生活支援区分１ 食事、排せつ、入浴及び移動のうち３以上の日常生活動作につ

いて全介助を必要とする程度又はこれに準ずる程度 

(２) 地域生活支援区分２ 食事、排せつ、入浴及び移動のうち３以上の日常生活動作につ

いて一部介助を必要とする程度又はこれに準ずる程度 

(３) 地域生活支援区分３ 地域生活支援区分１及び地域生活支援区分２に該当しない程度 

２ 地域生活支援事業者が利用者負担額合計額の管理を行った場合には、利用者負担上限管理

加算として１月につき1,500円を加算する。 
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様式第１号（第６条関係） 
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様式第２号（第９条関係） 
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様式第３号（第11条関係） 
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様式第４号（第11条関係） 
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様式第５号（第11条関係） 
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様式第６号（第11条関係） 
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様式第７号（第12条関係） 
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様式第８号（第13条関係） 
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様式第９号（第13条関係） 
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様式第10号（第13条関係） 
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様式第11号（第14条関係） 

 


